
履行場所 橋本車両工場
履行期間 契 約 締 結 日 　から

令和 10年 12月 15日 　まで
品名 下記内訳のとおり
契約不適合責任期間 1 年

品　　　名 単位 数量 備　　考

七隈線3000系車両用LED照明器具 組 967

七隈線3000系車両用LED照明器具 組 214

七隈線3000系車両用LED照明器具 組 486

七隈線3000系車両用LED照明器具（乗務員
室用）

組 40

七隈線3000系車両用LEDダウンライト 組 76

七隈線3000系車両用車体側ラッチ錠 個 3374

  

  

40W-AC200V外別紙仕様書のとおり

AC/DC100V外別紙仕様書のとおり

別紙仕様書のとおり

七隈線3000系車両用LED照明器具外５件　購入仕様書

内　　　訳

規　　　格

40W-AC200V外別紙仕様書のとおり

40W-DC100V外別紙仕様書のとおり

20W-AC200V外別紙仕様書のとおり
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第１編 総則 

第１章 一般 

1.1.1 適用 

(1) 本仕様書は福岡市交通局（以下「発注者」という。）が発注する、福岡市地下鉄七隈線 3000 系車

両用車内照明器具及び付属機器の設計製作及び納入に適用する。 

(2) 本仕様書は性能要件を記載している。受注者は既存の技術を利用し、設計に要する時間と費用を

削減すること。詳細な設計要件は最小限としているが、受注者は仕様に準拠していることについて、

設計協議等において性能を示す主要図面を提示すること等によって証明すること。 

(3) 特別の記載がない限り、本仕様書を含む契約書の記載事柄は、すべて受注者の負担とする。 

(4) 本契約の履行に関して使用する言語は、すべて日本語とする。 

(5) 本契約及び仕様書等における期間の定めについては、本契約又は仕様書等に特別の定めがある

場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法（明治 32 年法律第 48 号）の定めるところに

よるものとし、時間については、日本標準時(UTC+9)によるものとする。 

 

1.1.2 業務範囲 

(1) 主な業務 

本調達案件は、3000 系車両（以下既存車）に搭載している車内照明器具のリニューアル用として

設計・製作するため、本契約にて納入するすべての機器は取り付け位置等を既存装置と変更しない

ものとし、大きさや重量は既存以下を目標とする。 

受注者は、本仕様書に基づき納入する機器の資料及び図面を作成し、発注者に提出し、承諾を得

ること。 

(2) 設計及び試験の調整 

① 受注者は、既存車と設計及び試験上必要なすべての調整（艤装スペースの調整、配線・配管の

口出し方向の調整等）をとること。 

② 設計及び試験の調整に不都合が生じた場合、受注者は速やかに発注者へ報告するものとし、そ

の後は発注者の指示に従うこと。 

③ 使用材料の火災対策は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び福岡市高速鉄道車両実

施基準に基づくこと。ただし、絶縁の必要がある等やむを得ない理由のあるときは、発注者の承諾

を得た場合に限り、難燃性の材料を使用することができる。 

(3) 予備品、消耗品及び特殊治具工具の供給 

① 受注者は、予備品等の調達が困難となりうる場合、事前に発注者に報告すること。また、調達が

困難となる予備品等の代替品に関する技術資料を発注者に無償で提供すること。 

② 受注者は、予備品等の提供が困難となった場合、速やかに発注者に連絡するとともに、代替製品

を提案すること。また、当該部品の図面、仕様書及びを発注者に提供すること。 

③ 本機器は、市場に広く流通している一般的な工具で分解整備を行うことを基本とする。部品等の

組立上、どうしても特殊な治具を使用する必要がある場合は、部品等の納入時に、特殊治具工具

を併せて納入すること。なお、ここに記載する整備とは、列車検査、３月検査及び全般・重要部検査

に関わる作業を言う。特殊治具工具を納入する際は、列車検査、全般・重要部検査等、各検修場

で必要な数を納入すること。 
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(4) 納入 

① 受注者は検査に合格した完成機器を橋本車両工場へ納入することができる。 

② 受注者は、機器完成後、橋本車両工場へ納入するまでの間、責任をもって管理すること。 

③ 受注者は、受注者の責任と費用負担で、輸送及び保管中の損傷並びに劣化が起こらないように、

本件物品の包装及び梱包を行うこと。 

④ 納入期日については、以下を基本とし、詳細は契約後、発注者との協議により決定するものとす

る。 

⑤ 本製造完成後、目的物引渡し手続きの完了までは受注者が管理すること。なお、本項に関する一

切の費用と責務は受注者側にて負担しなければならない。 

⑥ 本機は指定部分ごとに納入する「分納」を適用する。 

⑦ 納入場所及び期日は、以下を基本とする。 

納入場所 橋本車両工場（福岡市西区橋本二丁目 34 番１号） 

納入期日 

 

(5) 納入範囲 

  品名 総納入数 

1 七隈線 3000 系車両用 LED 照明器具 967 組 

2 七隈線 3000 系車両用 LED 照明器具 214 組 

3 七隈線 3000 系車両用 LED 照明器具 486 組 

4 七隈線 3000 系車両用 LED 照明器具（乗務員室用） 40 組 

5 七隈線 3000 系車両用 LED ダウンライト 76 組 

6 七隈線 3000 系車両用車体側ラッチ錠 3374 個 

 

1.1.3 法規等の適用 

本仕様書に明記なき事項及び発注者が別途指示を与えるもの以外は、下記関連法規等に適合する

ものでなければならない。受注者は、その従業員並びに第三者に業務委託を行う場合の第三者及びそ

の従業員等に対して、下記関連法規等を周知し、これを遵守させること。また、受注者は、遵守すべき法

1

2

3

4

5

6

285組 285組

1000個 990個1000個

143組

12組

-

令和8年2月2日

令和8年3月23日

令和9年10月1日

令和9年12月17日

-

12組

143組

63組

-

-

-

285組

63組

～

令和10年10月2日令和8年10月1日

2組

- 76組

-

12組

192個

12組

28組

2組

-

192個

28組

七隈線3000系車両用LEDダウンラ
イト

七隈線3000系車両用LED照明器具
（乗務員室用）

七隈線3000系車両用車体側ラッチ
錠

納入予定時期

64組

144組

12組

56組 -

-

～ ～

令和10年12月15日

～

令和8年12月18日

契約締結日

七隈線3000系車両用LED照明器具

七隈線3000系車両用LED照明器具

七隈線3000系車両用LED照明器具

令和7年12月1日

～

令和8年1月13日

品名
～

令和7年11月10日

56組

40組

76組

3374個

総数

967組

214組

486組
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令、条例、規則及び命令と本契約との間に、相違又は矛盾を発見した場合には、直ちに書面で、発注者

に報告すること。なお、適用する関係法令等は、発注者の公示日を基準日とする。 

本仕様書は、日本で一般的に使用されている通勤型電車の LED 照明器具を目的としているため、

使用する規格は特記ない限り、JIS 規格及び JRIS 規格とする。一般的に使用される海外規格を適用

する場合は、その項目が、JIS 規格又は JRIS 規格と同等以上であることを書面により提示し、発注者

の承諾を得ること。 

＜関係法令＞ 

• 鉄道事業法 

• 鉄道事業法施行規則 

• 鉄道営業法 

• 電気事業法 

• 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 

• 施設及び車両の定期検査に関する告示 

• 鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準 

• 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

• 移動等円滑化のために必要な旅客施設または車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等

を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 

• 電波法 

• 労働基準法 

• 消防法 

• 下水道法 

• 高圧ガス保安法 

• 労働安全衛生法 

• 労働安全衛生法施行令 

• ボイラー及び圧力容器安全規則 

• 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

• その他関係法令 

＜関係規程類＞ 

• 福岡市交通局安全管理規程 

• 列車等の運転に関係する業務の委託に関する要領 

• 福岡市高速鉄道実施基準管理規程 

• 福岡市高速鉄道運転取扱実施基準 

• 福岡市高速鉄道土木実施基準 

• 福岡市高速鉄道３号線土木構造物設計仕様書 

• 福岡市高速鉄道電気実施基準 

• 福岡市高速鉄道３号線鉄道施設設計仕様書（電気編） 

• 福岡市高速鉄道車両実施基準 

• 福岡市高速鉄道３号線に係る車両適合基準書 

• 福岡市高速鉄道車両基地設備保守管理要領 

• 車両関係係員資質管理要領 
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• 車両関係係員教育訓練要領 

• 列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する適正の判定実施要領 

• 車両関係資格認定要領 

• 福岡市高速鉄道車両安全作業要領 

• その他関係規程類 

 

1.1.4 特許及び知的財産権等 

(1) 受注者は、設計製作に際し国内外の特許・実用新案等の権利上の問題が生じた場合には、受注者

の責任においてそれに対処するとともに、それに関する一切の費用及び損害を負担し、発注者には

いかなる損失不便を及ぼさないこと。 

(2) 受注者は、本契約を履行するにあたり必要とする次の知的財産権等（以下「知的財産権等」とい

う。）のうち①項記載の知的財産権等を発注者に対し無償で機器を使用・保守する範囲で無期限に

実施許諾する。②項記載の知的財産権等は、発注者の要求等に該当する場合、発注者及び受注者

の共有に帰属するものとし、機器を合理的、効率的、機能的に製造するため又は機器の機能を向上

させるために生み出された知的財産権等は受注者側に帰属するものとする。ただし、その際にあって

も受注者は、発注者に対し無償で機器を使用・保守する範囲で無制限に実施許諾すること。 

① 受注者の既に所有し又はライセンスを供与する権利を持つ特許権、意匠権、商標権、実用新案

権等の工業所有権、著作権及びその他の全て権利 

② 本契約に関して新たに創造され、考案され、実行された全ての改良品、向上品並びに本契約のた

めに生み出され、開発された文書、手段、工程、情報を含む全ての権利 

(3) 前項(2)②に規定する知的財産権等のうちコンピュータ・プログラムが新たに開発された場合にお

いて、発注者がプログラムの全部又は一部につき著作権法上の法人著作者とみなされない場合(受

注者に法人著作が成立する場合並びに発注者及び受注者が共同著作者とされる場合を含む。)は、

当該プログラムに関する受注者の著作権は、プログラム開発完了の日をもって受注者から発注者に

機器を使用・保守する範囲において譲渡されたものとする。また、この場合、発注者(発注者の許諾を

受けた第三者を含む。)は、任意にプログラムを改変できるものとし、また、受注者は、事前に発注者

の書面による同意がなければ公表することができないものとする。なお、プログラムの譲渡が不可の

場合、代替方法について別途協議を行うことができるものとする。 

(4) 受注者は、本契約を履行するにあたり発注者の提示した仕様書等に第三者の知的財産権等を侵

害する恐れがある場合においては、発注者へその旨を通知し、それに対する予防措置の提案を含む

必要な措置を講じなければならないとともに、本契約を履行するにあたりいかなる国の第三者の保

有する知的財産権等を侵害することのないよう必要な措置を講じなければならない。発注者が第三

者から知的財産権等を侵害するとのクレーム、請求、訴訟等を受けた場合には、受注者は次項に定

めるものと同じ責任を負う。 

(5) 受注者は、本件知的財産権等がいかなる第三者の知的財産権等を侵害しないことを保証する。

受注者は、本件知的財産権等が第三者の知的財産権等を侵害するとの理由により、発注者が直接

的、間接的に責任を負うかもしれない第三者からのクレーム、請求、訴訟、損害賠償及びその他の事

項から発注者を保護し、免責し、損害を与えないようにするとともに、その解決に関し、一切の責任と

費用を負担しなければならない。また、第三者の知的財産権等を侵害するとの理由により、発注者が

損害賠償を負った場合においても、その全額を受注者が負担する。 
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(6) 受注者は、発注者の書面による許可なく(2)①に規定する知的財産権等を第三者へ譲渡してはな

らない。発注者の書面による許可を得て(2)①に規定する知的財産権等を第三者に譲渡する場合に

は、受注者は、発注者がその第三者から(1)項に規定する条件でその知的財産権等の実施許諾が受

けられることを保証する。受注者が、この規定に違反したことにより、発注者が損害を被った場合は、

受注者はその損害を全て負担する。 

 

1.1.5 施設との関連 

受注者は、設計製作に際し車両の各装置間、電力・信号・軌道等の施設・設備等と、そごをきたさな

いこと。 

 

1.1.6 保証及び保証期間 

(1) 本機器の保証期間は、物品の引き渡しを受けてから１年とする。ただし、保証期間後であっても設

計、工作及び材料の不良等による不具合については、受注者の責任において、当局の指示によって

修理、改造または交換を行うこと。 

(2) 受注者は、不具合を発生させた当該装置以外の保証期間内にある同様機器に対して、同様不具

合の再発の可能性を合理的に否定できない場合は、まだ不具合が発生していないすべての同様機

器に対しても、無償にて再発防止対策を施すこと。 

(3) 受注者の故意又は重大な過失による設計製作上の不具合があった場合には、保証期間によらず

発注者が受注者と協議して定める期日までに無償にて修理、改造又は新品と取替を行うこと。 

 

1.1.7 不具合発生時の対応等 

(1) 受注者は、契約期間に関わらず、不具合発生時、速やかに原因分析と対策、再発防止策を発注者

に提出し、承諾を得ること。 

(2) 不具合発生時又は不具合発生の恐れがあると発注者が判断した時、その問題を解決するため、

発注者が受注者に対して資料及び情報提供を要請した場合、受注者はこれに無償で応じること。 

(3) 発注者は、受注者が前項に定める技術情報提供を履行しない場合においては、損害賠償を請求

できるものとする。 

 

1.1.８ 工程管理 

(1) 受注者は、本契約の履行にあたり、工程表を契約後速やかに発注者に提出し、承諾を得ること。 

(2) 受注者は、当初提出した工程表に変更が生じた場合、変更した工程表を速やかに発注者に提出し、

承諾を得ること。 

 

1.1.９ 官公庁署その他への手続き 

(1) 機器の製造にあたり、関係法令等に基づき所轄官公庁署等に対する一切の手続きに使用する提

出資料等を遅滞なく受注者の負担にて用意すること。 

(2) 手続き時には、発注者担当者と密接な連絡を保つとともに、製造目的物の使用開始に支障のない

ようにすること。 

(3) 関係法令等に基づく官公庁署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資機材及び

労務等を提供し、これに要する費用も受注者にて負担すること。なお、届出手続き等の一覧を発注者
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に提出し、承諾を得ること。 

 

1.1.1０ 協議 

(1) 発注者が、本契約の履行に必要と認める協議は、原則、橋本車両工場で行うものとし、他の場所

で行う場合は別途指示するものとする。 

(2) 受注者は、協議終了後、１週間以内に議事録を作成し、発注者に提出の上、承諾を得ること。 

(3) 協議に必要な一切の費用は各受注者にて負担すること。 

 

1.1.1１ 守秘義務 

(1) 受注者は、本契約に従って又は本契約に関連して、秘密である旨を明示(口頭等の無形の方法に

よる場合については、発注者が当該情報開示日より 14 日以内に、当該情報の概要を秘密である旨

を明示した上で書面化し、当該書面を受注者に交付する)されて発注者から受領した全ての情報に

ついて、本契約期間中及び契約終了後５年間、秘密保持の義務を負うものとし、第三者に使用され

ることのないよう必要な措置を講じること。 

(2) 受注者は、受領した情報を本契約の目的達成に必要な、又は適当な場合に限定して使用すること。 

(3) 受注者は、発注者からの情報の返還を要請する書面による通知を受領した場合は、発注者から提

供された情報を直ちに返還すること。 

(4) 受注者が召喚状、民事的な調査命令、公的な質問書、情報要求又はその他の同様の手続きによ

って情報の開示を要請、又は要求された場合には、受注者は、発注者に対してその要請、要求又は

その他の同様な手続きについて即座に通知すること。 

(5) 前項までの規定に関わらず下記の情報については、受注者はいかなる義務も負わないものとする。 

① 受注者により、発注者からは独立して、その情報の開示の前に開発された情報。 

② 受注者が第三者から適法に何らの制限なく取得した情報。 

③ 受注者の故意又は過失行為によらずに一般に利用できるようになった情報。 

④ 受注者がその開示前から知っていた情報。 

(6) 受注者は、発注者から書面によって開示を承認された情報については、第(1)項から第(3)項まで

の規定に関わらず、その書面に定めるところに従うものとする。 

 

1.1.1２ 納入実績 

本契約の受注者は、鉄道車両用の納入実績を有すること。 

 

1.1.1３ 用語の定義 

本仕様書において用いる用語の定義は、JIS E 4001 又は JRIS 規格によるものとする。 

 

 

第 2 章 設計図書 

1.2.1 受注者は、速やかに下記図面及び書類を発注者に提出し、承諾を得なければならない。ただし、発

注者の指示により省略できるものとする。 

(1) 工程表 

(2) 承諾図（外形図、部品図及び見本類等） 
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(3) 動作及び取扱概要書並びに計算書 

(4) 重量表（計算） 

(5) LED の表示色 

(6) 照明システムの予想寿命 

(7) 客室内の照度分布図 

 

1.2.2 受注者は、設計後、必要な図面を発注者の要求に従って提出し、発注者の承諾を得なければなら

ない。 

 

1.2.3 受注者は、下記書類等を機器納入前までに発注者に提出すること。各種マニュアル類、講習及び

特別な治具等の成果物は、特記ない限り、装置ごとに個別に提出すること。電子データを提出する際に

は、いわゆるラスタ形式ではなくベクタ形式で提出すること。また、発注者がメンテナンス用にツナギ図

を作成するために必要な資料一式を提出すること。 

(1) 完成図書 ２部 

① 完成図書 

② 完成図（縮小版） 

(2) 各種試験成績書 ２部 

(3) 保守点検要領書 ２部 

少なくとも、実施基準及び整備標準を作成できる内容を提出すること。 

(4) 取扱説明図書類 ３部 

(5) 電子データ一式 ３枚 

(6) 車両確認申請に必要な書類 

 

1.2.4 受注者は、その他発注者が必要と判断して提出を求める書類一式を提出すること。また、本仕様

書に記載されている提出図書等を作成し、発注者へ提出するために要する一切の費用は、受注者にて

負担すること。 

 

1.2.5 完成図書は、発注者の車両保守業務委託を行う事業者と共有する。受注者はこれに応じること。 
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第１章 一般 

2.1.1 一般 

(1) LED 照明器具は、効率的で信頼性の高い車内環境を提供すること。特に信頼性は、本機器の運

用に関して重要な指標であることを考慮して設計すること。 

(2) 本機器は、点検・清掃等の保守が容易な構造とし、耐久性、耐候性及び振動等に強く長期にわた

り、性能を維持できること。 

(3) 本機器の試作品を作成し、検証試験を行うこと。また、発注者からの承諾を得てから生産（量産）

すること。 

         

2.1.2 性能要求条件 

(1) 「第１編 総則」等に示す諸条件を満足すること。 

(2) 保守の省力化を考慮するとともに、電力損失の低減を図り、消費電力の節減を行うこと。 

(3) 機器の構造については、堅ろうで動作確実であり、取扱い、点検及び修理が容易であること。 

(4) 不具合対応や各種検査のため、機器・部品を交換する際に、容易に交換できること。 

 

第２章 機器仕様 

2.2.1 機器仕様 

(1) 七隈線 3000 系車両用 LED 照明器具 

① 七隈線300０系車両用LED照明器具（40W-AC200V、40W-DC100V、20W-AC200V）、

3000 系車両用 LED 照明器具（乗務員室用）は、灯具、ランプ、LED 用カバーを一式納入するこ

と。また、取付に必要な鋲螺類、ライナーを納入すること。 

② 照明器具は、天井等の周囲の化粧板との意匠を考慮すること。 

③ 照明器具は、AC200V 及び DC100V を電源とする LED 照明とする。 

④ ランプは、JIS C 8159 準拠の LED 直管タイプとする。また、LED 直管ランプのガラス表面は、

飛散防止膜でコーティングすること。なお、色温度は 5000K を基準とし、承諾図をもって決定す

る。 

⑤ ランプは、落下防止対策を施すこと。 

⑥ LED 照明は、車内外を問わず電子機器の動作に悪影響を及ばさないこと。 

⑦ LED に流れる電流を制御する際に、視認できるような光の点滅を生じさせないこと。 

⑧ 照明器具の質量は、既存以下を目標とすること。 

⑨ 車体側との接続は、現在使用している電源端子を使用できるよう製作すること。  

⑩ 寸法等については参考図面のとおり。※寸法の詳細については別途協議により決定する。 

(2) 非常用照明 

① 補助電源装置が出力を停止した後は、車両の蓄電池から電源が供給される非常照明が作動す

ること。 

② 蓄電池の放電に伴って出力電圧が低下する可能性があるため、出力低下時でも点灯可能な照

明を選定すること。 

③ 非常照明は、1 両あたり 3 台設置し非常照明のみで技術上の基準を定める省令の必要照度を
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満たすこと。 

④ 寸法等については参考図面のとおり。※寸法の詳細については別途協議により決定する。 

(3) 七隈線 3000 系車両用 LED ダウンライト 

① 七隈線 3000 系車両用 LED ダウンライトは灯具、ランプ、電源装置、スペーサー、電源側コネク

タを納入すること。また、取付に必要な鋲螺類を納入すること。 

② 照明器具は、AC100V 及び DC100V を電源とする LED 照明とすること。 

③ パネルのガラス表面は、飛散防止膜でコーティングすること。なお、色温度は 5000K を基準とす

る。 

④ ランプは、落下防止対策を施すこと。 

⑤ 照明器具の質量は、既存以下を目標とすること。 

⑥ LED 照明は、車内外を問わず電子機器の動作に悪影響を及ばさないこと。 

⑦ LED に流れる電流を制御する際に、視認できるような光の点滅を生じさせないこと。 

⑧ 寸法等については参考図面のとおり。※寸法の詳細については別途協議により決定する。 

(4) 一般照明照度 

     JIS E 4016 を標準とし、詳細については別途協議により決定する。 

(5) 七隈線 3000 系車両用 LED 照明器具用カバー 

① 七隈線 3000 系車両用 LED 照明器具用カバーは、火災対策基準である「耐溶融滴下性」に適

合したものとすること。 

② ソケット部、排水ダクト部を見えにくくする等、意匠性を考慮すること。 

③ デザイン性も考慮すること。 

④ 現状仕様の改善を行い操作性の向上を行うこと。また、検証を実施すること。 

⑤ 空調吹き出し口部には、結露対策を行うこと。 

⑥ 七隈線 3000 系車両用 LED 照明器具用カバーの寸法等については参考図面のとおり。   

 ※寸法の詳細については別途協議により決定する。 

⑦ 七隈線 3000 系車両用 LED 照明器具用カバー側にラッチ錠が取り付いたものを製作すること。 

また、車体側ラッチ錠に適合するものを製作すること。 

(6) 3000 系車両用車体側ラッチ錠 

① 現状仕様の改善を行い操作性の向上を行うこと。また、検証を実施すること。割れにくい素材を

使用すること。 

② 寸法等については参考図面のとおり。※寸法の詳細については別途協議により決定する。 

③ 七隈線 3000 系車両用 LED 照明器具用カバー側ラッチ錠に適合するものを製作すること。 

 

第 3 章 安全性、信頼性及び保守性 

2.3.1 安全性 

(1) 保守係員等が、負傷する可能性のある箇所については、危険である旨を表示すること。 

(2) 本仕様書に記載する安全性に準拠すること。 

 

2.5.2 保守性 

(1) 受注者は、必要最小限の予防保全や、故障発生時にも速やかに復旧できる機器を提供すること。 

(2) その他、本仕様書に記載する保守性に準拠すること。 
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